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図表 17 院内感染対応における，医療法，感染症法担当の役割分担，連携について 
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4.
感
染
症
法
担
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が
主
た
る

担
当
で
医
療
法
担
当
が
協
力 

 

5.
そ
の
他 

 

6.
院
内
感
染
へ
の
対
応
を
行
っ

て
い
な
い 

無
回
答 

 

全 体 
254 0 32 85 120 15 1 1

 

100.0 0.0 12.6 33.5 47.2 5.9 0.4 0.4

ブ
ロ
ッ
ク
別 

北海道ブロック 
11 0 0 5 6 0 0 0

100.0 0.0 0.0 45.5 54.5 0.0 0.0 0.0

東北ブロック 
29 0 4 8 16 1 0 0

100.0 0.0 13.8 27.6 55.2 3.4 0.0 0.0

関東甲信越静ブロック 
53 0 2 17 28 4 1 1

100.0 0.0 3.8 32.1 52.8 7.5 1.9 1.9

東京ブロック 
17 0 5 2 9 1 0 0

100.0 0.0 29.4 11.8 52.9 5.9 0.0 0.0

東海北陸ブロック 
28 0 2 14 10 2 0 0

100.0 0.0 7.1 50.0 35.7 7.1 0.0 0.0

近畿ブロック 
36 0 7 9 19 1 0 0

100.0 0.0 19.4 25.0 52.8 2.8 0.0 0.0

中国四国ブロック 
29 0 3 15 10 1 0 0

100.0 0.0 10.3 51.7 34.5 3.4 0.0 0.0

九州ブロック 
51 0 9 15 22 5 0 0

100.0 0.0 17.6 29.4 43.1 9.8 0.0 0.0

設
置
主
体
別 

都道府県 
190 0 26 56 94 12 1 1

100.0 0.0 13.7 29.5 49.5 6.3 0.5 0.5

指定都市 
19 0 0 10 7 2 0 0

100.0 0.0 0.0 52.6 36.8 10.5 0.0 0.0

保健所政令市，中核市 
34 0 1 18 15 0 0 0

100.0 0.0 2.9 52.9 44.1 0.0 0.0 0.0

特別区 
11 0 5 1 4 1 0 0

100.0 0.0 45.5 9.1 36.4 9.1 0.0 0.0

※上段：回答数，下段：％ 
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７．相談できる専⾨家の有無 

⑧貴保健所が院内感染対策に対応する際，相談できる専⾨家がいますか。 

 

相談できる専門家の有無については，「いる」が 65.7％であり，「いない」が 34.3％であった。 

ブロック別には関東甲信越静で，設置主体別では指定都市で，「いる」の回答率が高かった。 

この設問は今回初めて調査したため，平成 27 年との比較はできない。 

一方，「感染防止対策加算のカンファランスへの参加・関与」とクロス集計を行うと，「参加しておら

ず，結果についても情報を得ていない」保健所では，相談できる専門家が「いる」の率が低くなってい

た。また，“院内感染症対策に関するネットワーク”とのクロス集計結果でも，「感染防止対策加算以外

のネットワークの有無についてわからない」と回答した保健所では，相談できる専門家が「いる」の率

が低くなっていた。これらの結果から，保健所が加算カンファランスに参加または情報を得たり，加算

以外の感染ネットワークの状況を把握することで，感染の相談ができる専門家の支援が得られやすくな

ることが考えられた。 

 

 

図表 18 相談できる専⾨家の有無 

 

  

1.いる

65.7％

（167）

2.いない

34.3％

（87）

回答数＝254保健所

（ ）は回答数
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図表 19 相談できる専⾨家の有無 

  

合 

計 

1.
い
る 

2.
い
な
い 

 

全 体 
254 167 87

 

100.0 65.7 34.3

ブ
ロ
ッ
ク
別 

北海道ブロック 
11 6 5

100.0 54.5 45.5

東北ブロック 
29 21 8

100.0 72.4 27.6

関東甲信越静ブロック 
53 40 13

100.0 75.5 24.5

東京ブロック 
17 12 5

100.0 70.6 29.4

東海北陸ブロック 
28 12 16

100.0 42.9 57.1

近畿ブロック 
36 24 12

100.0 66.7 33.3

中国四国ブロック 
29 21 8

100.0 72.4 27.6

九州ブロック 
51 31 20

100.0 60.8 39.2

設
置
主
体
別 

都道府県 
190 124 66

100.0 65.3 34.7

指定都市 
19 15 4

100.0 78.9 21.1

保健所政令市，中核市 
34 21 13

100.0 61.8 38.2

特別区 
11 7 4

100.0 63.6 36.4

※上段：回答数，下段：％ 
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図表 20 相談できる専⾨家の有無 

  

合 

計 

1.
い
る 

2.
い
な
い 

 

全 体 
254 167 87 

 

100.0 65.7 34.3 

感
染
予
防
対
策
加
算
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の

参
加
・
関
与
の
有
無
別 

参加しており，開催事務にも関与している 
4 4 0 

100.0 100.0 0.0 

参加しているが，開催事務には関与していない 
71 52 19 

100.0 73.2 26.8 

参加していないが，結果について情報を得ている 
14 12 2 

100.0 85.7 14.3 

参加しておらず，結果についても情報を得ていない 
161 95 66 

100.0 59.0 41.0 

算
定
し
て
い
な
い
医
療
機
関
が
参
加
し
て
い
る
院
内

感
染
症
対
策
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
無
別 

感染防止対策加算以外のネットワークがある 
67 50 17 

100.0 74.6 25.4 

感染防止対策加算のネットワークのみであるが，加算を算定

していない医療機関もカンファランス等で参加している 

32 26 6 

100.0 81.3 18.8 

ない 
64 46 18 

100.0 71.9 28.1 

わからない 
91 45 46 

100.0 49.5 50.5 

※上段：回答数，下段：％  
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８．感染管理（院内感染対策）の専⾨家をご紹介するシステムの認知 

⑨当事業班では，保健所が院内感染対策に対応する際，地域に相談する専⾨家がい
ない場合に保健所を⽀援するための感染管理（院内感染対策）の専⾨家をご紹介
するシステムを⽤意しています。本事業をご存知ですか 

１．を選ばれた場合，具体的な利⽤状況をお教えください。 
（具体的内容に関しては，アンケート報告書には記載しません。） 

 

全国保健所長会 HP 活動＞研究事業＞地域保健総合推進事業 

http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/pdf/2018_H30_tmp03.pdf 

 

感染管理の専門家紹介システムを「利用したことがある」は全体の 3.1％であり，「知っているが，利

用したことはない」は 61.4％であった。2 つを合わせた本システムの認知度は 64.5％であり，残りの

35.4％の保健所は「知らなかった」と回答していた。平成 27 年の調査では，感染管理専門家紹介シス

テムを「知らなかった」と回答した率は 12.7％であったのに比べ，今回は 3倍近くに増加していた。 

前述のように，本調査で「保健所に相談できる専門家がいない」と回答した保健所が 34.3％あり，本

質門とのクロス集計結果から，「相談できる専門家も居らず，紹介システムも知らない」という保健所

が 36 施設（全体（254 保健所）の 14.2％）あることが把握された。 

今後も，感染管理の専門家紹介システムの周知につとめていく必要性が考えられた。 

 

 

図表 21 感染管理（院内感染対策）の専⾨家をご紹介するシステムの認知 

 

  

1.利用したこと

がある

3.1％（8）

2.知っているが，

利用したことは

ない

61.4％（156）

3.知らなかった

35.4％

（90）

回答数＝254保健所
（ ）は回答数
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図表 22 感染管理（院内感染対策）の専⾨家をご紹介するシステムの認知（前回調査との⽐較） 
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図表 23 感染管理（院内感染対策）の専⾨家をご紹介するシステムの認知 
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計 

1.

利
用
し
た
こ
と
が

あ
る 

 

2.
知
っ
て
い
る
が
，
利

用
し
た
こ
と
は
な
い 

 

3.
知
ら
な
か
っ
た 

 

全 体 
254 8 156 90 

 

100.0 3.1 61.4 35.4 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

北海道ブロック 
11 0 8 3 

100.0 0.0 72.7 27.3 

東北ブロック 
29 0 16 13 

100.0 0.0 55.2 44.8 

関東甲信越静ブロック 
53 2 30 21 

100.0 3.8 56.6 39.6 

東京ブロック 
17 0 9 8 

100.0 0.0 52.9 47.1 

東海北陸ブロック 
28 1 17 10 

100.0 3.6 60.7 35.7 

近畿ブロック 
36 2 22 12 

100.0 5.6 61.1 33.3 

中国四国ブロック 
29 1 19 9 

100.0 3.4 65.5 31.0 

九州ブロック 
51 2 35 14 

100.0 3.9 68.6 27.5 

設
置
主
体
別 

都道府県 
190 8 114 68 

100.0 4.2 60.0 35.8 

指定都市 
19 0 12 7 

100.0 0.0 63.2 36.8 

保健所政令市，中核市 
34 0 24 10 

100.0 0.0 70.6 29.4 

特別区 
11 0 6 5 

100.0 0.0 54.5 45.5 

相
談
で
き
る 

専
門
家
の
有
無
別

いる 
167 6 107 54 

100.0 3.6 64.1 32.3 

いない 
87 2 49 36 

100.0 2.3 56.3 41.4 

※上段：回答数，下段：％ 
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９．薬剤耐性（AMR）対策における，保健所の取り組みや課題 

⑩薬剤耐性（AMR）対策における，貴保健所の取り組みや課題を⾃由にご記載くだ
さい。院内感染対策だけでなく，地域感染症対策ネットワークへの取り組みや，
AMR 対策の国⺠啓発事業など幅広くとらえてください。 

 

以下は，薬剤耐性（AMR）対策における，保健所の取り組みや課題についての記載を分類カウン

トし，原文どおり，すべて掲載している。文末の（  ）内は，設置主体と管内の病院数を記載

している。 

 

 

図表 24 薬剤耐性（AMR）対策における，保健所の取り組みや課題 

 

 

（１）薬物耐性（AMR）対策における取り組み（66 件） 

 ①加算１算定病院の連携。ここ数年加算１算定病院の感染管理認定看護師を招聘し連携会議を年 1～3

回程度開催。各医療機関の取り組みや，連携している加算２算定病院の状況について情報共有してい

る。②一般医療機関における取組。薬剤耐性菌の発生がみられる医療機関に対しては，①の連携をもと

に対策に当たっている。③加算１算定医療機関において，薬剤耐性菌対策をテーマに講演会を開催。開

業医，病院，介護施設職員が参加。④福祉施設（高齢者施設，介護施設を含む）との連携。薬剤耐性菌

保菌者は施設に入所した場合に，医療機関と施設の担当者と連携して施設感染対策を実施した事例があ

る。【都道府県，55 病院】 

 ①平成 30 年 2 月に医師会・歯科医師会・薬剤師会会員等を対象に「抗菌薬の適正使用に関する研修

会」として感染症専門医による講演を実施した。②平成 29 年 12 月に薬剤耐性（AMR）対策アクションプラ

ン（2016-2020）で提唱されているヒト・動物等の垣根を越えた多剤耐性菌対策の推進のため「ワンヘルス

会議」を開催した。【都道府県，21 病院】 

66
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9
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薬物耐性（AMR）対策における取り組み

薬物耐性（AMR）対策における課題

地域感染症対策ネットワークの取り組み

地域感染症対策ネットワークの課題
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その他
合計＝171件
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 AMR に関しては，管内の感染症指定医療機関と保健所の担当者会議を開催している。医療機関に関し

ては，管内の感染症指定医療機関が中心となり講演会を実施しており，保健所はそのバックアップをして

いる。【都道府県，10 病院】 

 AMR 対策をテーマに医療従事者向けにカンファレンスや研修会を実施している。【都道府県，7 病院】 

 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の発生届けが提出された際は，「カルバペネム耐性腸内細菌

科細菌感染症に関する保健所によるリスク評価の対応と目安について」を活用し，所内で情報共有し対策

を協議している。【都道府県，32 病院】 

 医療安全研修会等で広く医療機関の職員に啓発をしている。【都道府県，8 病院】 

 医療安全対策の研修会で薬剤耐性対策の研修会を実施している。【都道府県，17 病院】 

 医療監視の際，感染症担当者に啓発。【都道府県，73 病院】 

 医療監視時に院内での検出状況を確認している。【都道府県，14 病院】 

 医療関連感染対策相談対応事業として，医療機関からの相談をメールや FAX 等で受け付け，支援事業

を行っている。【都道府県，6 病院】 

 医療機関において，薬剤耐性菌を原因とする患者が発生した場合，感染症法担当課へ発生届が提出さ

れ，同一菌株と思われる感染症が 3 例以上発生した場合，当該医療機関へ保健所（医療法担当課・感染

症法担当課）が，医療機関に対して，状況の確認や感染拡大防止のための指導を行うこととしている。厚

生労働省から薬剤耐性対策に関する情報提供があった場合，公的医療機関や地元医師会へ周知してい

る。【指定都市，95 病院】 

 医療機関において集団発生した場合には個別に相談を受け，対策を検討している。【都道府県，19 病院】 

 医療機関への資料配布等啓発を行っている。【都道府県，12 病院】 

 医療機関を対象とした研修会。AMR 対策ポスターの所内掲示。【都道府県，26 病院】 

 医療機関及び社会福祉施設から AMR 対策の研修会を依頼されて，対応している。【都道府県，5 病院】 

 医療機関立入検査時に抗微生物薬使用量の把握状況をチェック。【都道府県，13 病院】 

 医療法 25 条に基づく立ち入り検査（院内感染防止の体制が整っているか確認）。国から発出される通知

等の医療機関への周知。病院を対象とした院内感染対策講習会の開催。【指定都市，86 病院】 

 医療法担当者，感染症法担当者を対象とした，AMR 対策や院内感染対策対応の研修会を実施。【指定

都市，13 病院】 

 院内の感染対策会議には参加していないが，管内の研修などを通して連携はしている。また，医療監視を

通して感染対策の指導は行っている。【都道府県，4 病院】 

 感染症認定看護師と行政との連携会議を年 1 回開催中で情報共有を実施している。また加算１の病院が

管内の病院に指導・協力する体制ができている。【都道府県，12 病院】 

 感染防止対策加算の会議に参加し，各医療機関の状況把握，情報共有等を行っている。医療機関からの

発生届受理時に，積極的疫学調査を行っている。【中核市・保健所政令市，21 病院】 

 看護管理者検討会等の中での情報交換時に，薬剤耐性患者が増加しているため，圏域での取組が必要

と病院から情報提供があり，共有を行った。【都道府県，12 病院】 

 管内で食中毒発生時等に抗菌薬の不適切使用を探知した際，抗微生物薬適正使用の手引きを基に該当

医療機関の責任者に情報提供したことがある。【都道府県，6 病院】 
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 管内の ICN の協力を得て，アウトブレイク時のラウンドなどを依頼している。【都道府県，10 病院】 

 管内の主な医療機関と年 2 回会議を実施し，感染マニュアルの標準化に向け検討，マニュアル作成な

ど，広域の感染防止に向けた取組を行っている。【都道府県，285 病院】 

 管内地区医師会や病院に対して，啓発のための情報提供を随時行っている。【都道府県，6 病院】 

 管内病院については，年に一度の医療監視の際に抗菌薬適性使用や病院の現状については確認してい

る。【中核市・保健所政令市，21 病院】 

 圏域内に加算１を取っている病院が 2 か所あり，それぞれ加算２の病院とカンファレンスが実施されてい

る。圏域内で患者の転院等がある状況も踏まえ圏域合同でカンファレンスが出来るよう調整中である。【都

道府県，7 病院】 

 圏域毎（県立保健所毎）に毎年開催される「医療安全研修会」において，今年度は全県的に AMR をテー

マとし，○○大学感染制御教育センターに講師を依頼し講話を実施。【都道府県，17 病院】 

 検査依頼に対応。【都道府県，14 病院】 

 検体検査に対応。【都道府県，6 病院】 

 県の院内感染対策ネットワークが本年度立ち上がり，立ち上げ会議が今月開催されたところ。保健所とし

て会議に参加して顔の見える関係を構築しておくことが大切と考えている。【都道府県，11 病院】 

 抗生物質を使用している医療機関に，立ち入り検査の際に使用期間等の管理状況を尋ねて，管理されて

いないようなら指導している。【都道府県，14 病院】 

 国からの通知等を関係機関に情報提供する。カンファランスを通じて，地域の医療機関等と情報共有を行

っている。医療監視を通じて，医療機関における医薬品の取扱いについて指導をしている。【都道府県，

20 病院】 

 今年度，加算１病院や県下の保健所職員等を対象とした AMR 対策セミナーを県・市合同で開催するよう

検討中。【中核市・保健所政令市，62 病院】 

 今年度，市医師会員を対象とした感染症危機管理医師研修会において，外部講師を招き，薬剤耐性

（AMR）対策に関する講演会を実施した。同研修会に合わせ，保健所職員に対し，院内感染・薬剤耐性

（AMR）対策に関する研修会を実施した。【中核市・保健所政令市，47 病院】 

 今年度，○○圏域感染症対策連絡会議を設置し，所掌事項に「薬剤耐性（AMR）対策に関すること」を盛

り込んだ。本会議開催時（出席者 24 名），管内医療機関担当医師から「AMR（薬剤耐性）対策と抗菌薬適

正使用について」をテーマに情報提供をいただいた。【都道府県，9 病院】 

 今年度開催する病院薬剤局担当者会議の際に，AMR 対策を議題とし，先進的な取り組みを行っている病

院に発表して頂く予定である。【中核市・保健所政令市，22 病院】 

 昨年度より，管内の病院の感染管理担当者で感染管理についての情報共有する場を保健所で設けてい

ます。そこで要望のあった，院内ラウンドの研修会を今年度開催しました。【都道府県，11 病院】 

 職員の資質向上のため，研修会等に参加。【都道府県，9 病院】 

 ○○○市感染症ネットワークのメーリングリストで薬剤耐性事案の情報把握している。アウトブレーク時には

対応する。【都道府県，14 病院】 

 随時，医療機関及び社会福祉施設等からの相談に応じ，情報提供や助言を行う。【都道府県，13 病院】 
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 ○○○と○○○○○○○研究所が，毎週開催している感染症解析評価委員会にオブザーバー参加し○

内の AMR を含む感染症の発生状況を共有している。○○市感染症発生動向調査委員会（委員 8 名）を

年 1 回開催し，管内の感染症発生状況について，分析評価している。【中核市・保健所政令市，19 病院】 

 地域での院内感染対策に関して，どのようにネットワークが機能しているのか，感染加算１をとっている病

院等と連携しながら把握している。30 病院のうち，精神科単科 9 カ所，療養型 13 カ所で，感染対策には

消極的な病院もあり，地域のレベルアップを目指したいところである。【都道府県，30 病院】 

 当保健所では，管内の病院の院内感染対策委員や院内感染対策に係わっている人のメーリングリストを

作っている。院内感染対策委員への保健所からの情報は，このメーリングリストで発信している。AMR につ

いては，○○○○地域での調査で分かった CRE の保菌状況などの情報を提供した。さらに One-health

という概念も紹介した。また，院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）への参加も毎年，推奨し案内して

いる。立入に際しては，院内感染防止加算を算定するように勧奨している。【都道府県，22 病院】 

 当保健所では毎年，医療機関の職員等を対象に感染症講演会を開催しており，昨年は薬剤耐性対策を

テーマに取り上げた。【中核市・保健所政令市，39 病院】 

 当保健所管轄内における平時の院内感染対策は，医療機関の間で情報交換や技術的支援が行われて

いる。【指定都市，17 病院】 

 特に薬剤耐性（AMR）対策に限った話ではないが，病院立入り検査の機会等に，院内感染対策の現状確

認及び指導等を行っている。【中核市・保健所政令市，34 病院】 

 ○○医療圏で感染症対策連絡会議（年 1 回）を開催。感染防止対策加算Ⅰ，Ⅱの医療機関，本庁担当

課，地方衛生研究所等を参加機関とし AMR 対策やネットワーク構築についても意見交換を行っている。

課題に関する意見として，高齢者施設・診療所との連携構築をどうすすめるか，医師会に加入していない

医療機関へのアプローチ方法が上がっている。医療監視の際に，感染対策における地域連携や医療機

関・専門家に相談できる体制に関する状況を確認し，整備構築するよう助言している。【都道府県，29 病

院】 

 二次医療圏域全体の加算１，加算２医療機関と保健所が参加する会議があり，その中で AMR 対策は常

に議題となっています。会議の中で意見交換を行う中で得られた知見も参考にしつつ，医療機関立入検

査時に院内感染対策予防に向けた指導を行っています。【都道府県，23 病院】 

 病院立入検査時，院内薬局が抗生剤の使用状況等を委員会に報告するシステムになっているか，耐性菌

の分離率を減少させるための抗菌薬適正使用方法をマニュアルなどで職員に周知できているか確認して

いる。【都道府県，12 病院】 

 病院立入検査時に，院内感染対策委員会などで，院内感染のニュース情報の収集や，各医療機関で想

定される感染症に対し研修会等により，情報を共有しているかを確認。情報共有していない医療機関に対

しては，委員会や研修会を通じて情報の共有や，手技（手順）の標準化をするよう指導している。【都道府

県，17 病院】 

 病院立入検査時における聴き取り調査（抗生物質の適正使用，耐性菌の検出状況の把握等）。【中核市・

保健所政令市，21 病院】 

 平成 28・29 年度に管内の医療機関等を対象に「抗菌薬の適正使用に関する研修会」を開催。【都道府

県，19 病院】 

 平成 30 年 9 月に医療機関向けの講演会を実施。【中核市・保健所政令市，14 病院】 

 平成 30 年度，ＶＲＥに関する啓発講演会を医療従事者等を対象に実施した。【中核市・保健所政令市，

21 病院】 
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 平成 30 年度○○県の医療安全研修のテーマは，「抗菌薬の使用（耐性菌対策）について」と題して，○

○大学感染制御教育センター職員を講師に招き，各保健所管内で開催することとしている。病院完結型

から地域完結型に変わる医療体制を考えると，高リスクであり重要なテーマと思われる。研修後の効果を期

待したい。【都道府県，32 病院】 

 保健所が参加している地域カンファレンスにおいて，感染防止対策加算を算定していない病院も含めて，

管内病院の 6 割が参加しており，その中で，毎回，抗菌薬の使用状況の比較を実施したり，抗菌薬の適

正使用について意見交換をしている。【都道府県，14 病院】 

 保健所が事務局となって検討会を立ち上げ，AMR 検出情報を院内で共有することの大切さや転院の際

には転院先にもその情報を提供する重要性についても再認識できるような勉強会を持った。また共通の情

報提供書を作成し運用ルールを定めて，圏域内の全病院で運用を開始した。これを平成 30 年度に正式

運用するに際して，圏域の病院間で持たれている連携会議に事務局を引継いだ。【都道府県，41 病院】 

 保健所としては，地域における AMR の理解を促進するために研修の機会等を増やしていきたい。【都道

府県，4 病院】 

 薬剤耐性（AMR）の普及啓発は実施している。平成 30 年度は「抗菌薬の使用（耐性菌対策）について」を

テーマに医療安全研修会を開催予定。【都道府県，1 病院】 

 薬剤耐性（AMR）対策に関する本市所管内医療機関における取り組みを把握するため，医療監視の独自

調査票に記入欄を設け，把握に努めた。本市感染症発生動向について，医療機関向けに週単位・月単

位でまとめた「○○市感染症週報・月報」を配信し，地域における情報把握と情報提供に努めている。【指

定都市，102 病院】 

 薬剤耐性菌によるアウトブレイクがあれば相談，現地立ち入り調査等対応している。また，加算１が主催す

る合同カンファレンスに参加し，加算１・2 の病院の薬剤使用状況やアンチバイオグラムを確認している。

感染症管理認定看護師の協力を得て，病院や施設のラウンド研修を実施し，地域の感染症対策の強化

や感染症対策委員の資質向上を図っている。【都道府県，7 病院】 

 薬剤耐性対策については，病院の立入での感染対策で指導を実施している。今後，管内の薬剤耐性対

策について，保健所として取り組む必要性は認識している。【都道府県，22 病院】 

 薬剤耐性対策をテーマに管内の医療機関，調剤薬局を対象とした研修会（平成 30 年 10 月）を開催し

た。【都道府県，10 病院】 

 立入検査の際に，院内感染対策状況を確認している。【都道府県，10 病院】 

 

（２）薬物耐性（AMR）対策における課題（31 件） 

 ①加算１算定病院 4 病院の質は同等ではないため，加算１同士でも指導の関係にある。②管内の医療機

関数は県内でも最大であるため，加算未算定病院の感染対策の底上げが重要。近年は薬剤耐性菌患者

が加算未算定病院へ入院し，水平感染する事例があった。③保健所としては開業医との連携は未整備。

例えば，抗菌薬適正利用の手引きは医師会への周知にとどまる。【都道府県，55 病院】 

 AMR に対する職員の知識不足もあり，平時の地域の AMR 対策，AST 活動には積極的には参加できてい

ない。院内感染発生時には対応するがベースラインとしての全体的知識の習得が必要と思われる（医務・

感染症担当のどちらも的確な指導評価をすることが困難である）。各病院の AMR 対策のレベルが把握で

きていないのが現状である。【都道府県，9 病院】 
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 AMR 対策については，病院立入検査の際に医療機関が行っている対策を確認することが対応の中心で

あり，加算のカンファレンスへの参加，住民への啓発についての取り組み等は，今後の課題である。【都道

府県，15 病院】 

 うちの保健所は，臨床現場の感染制御について実践的な研修や教育（トレーニング）を受けた職種はほぼ

おらず，医療法に基づく医療立入検査の際，医療機関の専門職種に対し，現場の状況を加味した適切な

専門的助言や指摘ができているのか，相手方からどう思われているのか不安になることがある。可能なら，

日々院内感染対策に取り組んでいる医療現場の感染制御部門の専門職が，平素の医療立入検査の院内

巡視に同行してくれるとありがたい。【都道府県，8 病院】 

 ワンヘルスアプローチの中で，医療及び獣医療における薬剤耐性対策について，情報共有を図っていく

必要がある。【都道府県，8 病院】 

 医療機関が取り組む院内感染対策への支援，アウトブレイクの収集等を行っているが，今後は AMR 対策

の啓発・研修実施を検討課題と考える。【指定都市，9 病院】 

 医療機関に対して，適正使用の意識を浸透させていくとともに，感染症研修会のテーマを「抗菌薬適正使

用」で実施する必要性がある。【都道府県，9 病院】 

 院内感染に対する病院間の意識の格差が大きく，早期に発生報告のある病院はその時点で既に適切な

対応が取られており，特段の指導を要しない。一方，意識の低い病院では感染が拡大してから当所が把

握することになり，拡大防止対応に難渋する。このような意識の低い病院のレベルの底上げが課題となっ

ている。【都道府県，23 病院】 

 院内感染や施設内感染対策について，行政が事務局を担ったとしても，参加病院や施設の主体的な行

動となるような工夫が必要。【都道府県，15 病院】 

 院内感染対策に関して，具体的指導等を行う事は，現状では職員の資質等からも難しく，AMR 対策に関

しては，さらに難しさを感じている。院内感染対策，AMR 対策に関する十分な知識，経験等の必要性を感

じている【都道府県，4 病院】 

 加算１を算定している病院が管内にはなく，また管内の医療機関に感染症を専門にする医師がいないた

め，主導的に進めていける体制が整っていない。【都道府県，5 病院】 

 課題：対策を推進するうえで必要となる予算の確保（持続可能な取組とするうえで重要）。【都道府県，7 病

院】 

 課題として認識しているが，行政における予算と人員削減にて新たな取り組みへの対応は厳しい。優先順

位を上げるような工夫が必要である。【都道府県，4 病院】 

 感染症法に基づく発生届や医療機関からの相談により院内における薬剤耐性拡大防止に向けた相談・指

導を実施している。しかし，保健所職員が院内感染に対する知識が十分あるわけではないので対処に苦

慮することが多い。【特別区，41 病院】 

 感染防止対策加算を算定していない医療機関に対する地域連携の支援。【指定都市，202 病院】 

 管内の病院及び高齢者施設向け研修会を感染防止対策加算１算定医療機関の協力を得ながら実施し，

アウトブレイク等の事案が発生した際に加算１算定医療機関の相談対応が可能であることを周知している

が実際の相談には至っておらず，継続した取り組みが必要。AMR についての啓発は院内感染対策の視

点で病院・施設にとどまっており，抗菌薬適正使用を視野にいれた，住民・診療所対象の取り組みは行え

ていない。【都道府県，26 病院】 

 牛豚鳥の抗生剤の使用量が不明。このことに関する公衆衛生獣医師の関与不足。救急隊に対する感染

症対策。在宅サービスを行っている訪問介護サービス従事者に対する感染対策の不備。感染症対策を実
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施するための財政的人材的な不足。保健所職員に対する感染症対策の教育不足による深刻なレベル低

下。【都道府県，13 病院】 

 言い訳になりますが，国から AMR について具体的な対応の指示がないので県庁の動きが鈍いです。【都

道府県，5 病院】 

 講師招聘による研修会の開催や感染制御教育センター等のネットワークの紹介は可能だが，保健所には

専門家がいないため，日常的な支援や助言は難しい。【都道府県，4 病院】 

 国民啓発は市町村とともに取り組む必要を感じるが，未実施です。医療監視で薬剤投与の状況や AMR

対策について確認することはできても臨床知識に乏しく指導力がない。【都道府県，10 病院】 

 今年 4 月に現保健所へ赴任したため，地域の中核医療機関・地区医師会と調整し地域の感染症対策を

進める体制を急いで構築している段階である。AMR 対策としての感染拡大防止対策は，標準予防策を現

実的な範囲で徹底するしかないと考える。予防対策は，畜産分野での使用は別にして，医療・公衆衛生分

野においては抗生剤の適正使用しかないと思う。それは，一保健所や少数の感染症対策に熱心な病院だ

けでは達成できない。地域の病院・診療所・施設における抗生剤の適正使用，また，大学病院における適

正使用をどう実現するかにかかっていると思う。【都道府県，10 病院】 

 今保健所として，地域感染症対策の中心的医療機関に対する，こうした啓発の機会を増やす事も課題と

考えている。【指定都市，102 病院】 

 職員に専門家がおらず，現時点では特に取り組んでいない。【中核市・保健所政令市，26 病院】 

 専門的な知識を有する職員がおらず，表面的な指導しか出来ない。【中核市・保健所政令市，41 病院】 

 地域医療機関連携ラウンド・カンファレンスと称した自主学習会を年 2 回，各回半日かけて行っている。感

染症担当の看護師，薬剤師，検査技師また関心の高い医師らが参加している。カンファレンスには各病院

で使用された抗菌薬の種類・使用量も提出される。比較してみると，使用が不適切にみえる病院もあり，実

際に現場で抗菌薬を処方している医師らに対する教育の向上が課題である。【都道府県，10 病院】 

 地域感染症対策ネットワークの事務局は，病院が持ち回りで担当しているものの，運営については，事務

局になった年度のみの関わりである。地域の病院等の主体的な組織としていくことが課題である。【都道府

県，10 病院】 

 病院側と対等に話せるだけの薬剤耐性対策に関する知識がないため，指導の必要な場面で対応できる

か，不安がある。【特別区，3 病院】 

 保健所が，具体的にどのように関与して良いかわからない。医療従事者の中にも抗菌薬の過剰投与や過

剰処方だけが原因と捉えている感がある。【中核市・保健所政令市，26 病院】 

 保健所が，結核以外で，病院での治療内容に関わるのは困難な状況である。【都道府県，8 病院】 

 保健所スタッフの AMR 対策に関する知識を上げる必要がある。立入での印象としては，医療機関の感染

担当者以外の従事者へ向けた啓発・知識普及もこれからというところであり，繰り返しの普及啓発が必要と

感じます。【都道府県，21 病院】 

 保健所職員に専門家がいない。医療関係者等からは，保健所は医療機関に対して命令や罰則付与等を

行える権限があると思われていることが多く，保健所の役割について理解を求めるのに苦労している。【都

道府県，26 病院】 
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（３）地域感染症対策ネットワークの取り組み（32 件） 

 加算を取っていない病院も含め，管内の全病院を対象とするネットワークを将来的に構築すべく準備を進

めている。【指定都市，178 病院】 

 県内で，今年，大学病院を中心に県内病院（感染防止対策加算をとっている病院）のネットワークが立ち

上がり，保健所もネットワークとしての中に含まれています。まだ組織ができた段階で一緒に何かするという

段階ではないですが，AMR 対策をしないといけないという視点で始まりました。【都道府県，4 病院】 

 「○○○○感染症ネットワーク」の活動はこれまで，季節性インフルエンザと新型インフルエンザに対する

地域医療機関のコンセンサス形成に重点をおいてきた。次の活動として AMR 対策を考えていきたい。【都

道府県，32 病院】 

 地域病院間のネットワーク構築に向けて，今後，管内の病院にアンケート調査を実施し，具体的な取り組

みを検討しています。【特別区，13 病院】 

 「感染対策地域感染対策ネットワーク連絡会」「感染対策地域連絡会」にて AMR 対策を啓発している。

【都道府県，32 病院】 

 「○○地域感染症情報ネットワーク事業」医療機関，医師会，薬剤師会，管内市町，警察，消防等に感染

症関係の情報を速やかに提供している。【都道府県，15 病院】 

 1．○○○感染制御ネットワークに参加し，情報共有を行っている。2．病院立入検査の機会を利用し，院

内感染対策に関する法定項目の確認を行うとともに，AMR の検査体制や現状分析行などについて，担当

者と情報・意見の交換を行っている。3．感染症の届出対象 AMR に関し，特定の医療機関から複数の発

生届が出た場合は，保健所から ICD や ICN へ連絡を入れ，院内感染対策強化策の確認を行っている。

4．必要に応じ，感染症の専門家に助言を求めている。【中核市・保健所政令市，93 病院】 

 AMR 対策：平成 29 年度厚労省からの通知あり。保健所から医療機関へ周知している。○○地域感染症

等対策ネットワーク：H24 中核病院と保健所で立ち上げた。現在主体は病院，保健所は後方支援。【都道

府県，3 病院】 

 H28 年には，第一種感染症指定医療機関の感染対策推進員合同会議において，「厚生労働省通達で感

染対策上重要な通達，感染症の届出に関する注意事項」と題して講演を実施したが，この際に地域感染

症対策ネットワークの重要性を啓発した。【指定都市，102 病院】 

 ネットワークで協議，調査（手指消毒薬消費量，抗微生物薬使用量，感受性検査結果など），結果の共

有。【都道府県，13 病院】 

 院内感染が発生した場合に備えた各施設の対策整備状況と地域内での連携体制について関係機関間

で情報共有及び体制整備のために検討が必要【都道府県，3 病院】 

 管内加算１の病院が行っているカンファランスに参加しているが，今後は加算以外の医療機関へ参加して

もらえるように保健所から呼びかけを行い，地域連携の強化をいつでも相談できる横のつながりを構築でき

る取り組みを検討している。【指定都市，20 病院】 

 区内病院等からなるメーリングリストで情報提供している。【特別区，19 病院】 

 結核対策としてカンファレンスを病院を会場に定期的に開催。保健所から参加し，結核に限らず関係職種

と情報交換を行っている。【都道府県，2 病院】 

 行政・医師会・薬剤師会・医療機関（加算あり）・環境保健センター等で地域のネットワークを作り，地域で

の対応策や課題等について検討会を開催し，医師及び医療従事者，住民への抗菌薬に対する知識・理

解に関する普及啓発から取り組んでいく予定である。【都道府県，15 病院】 
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 今後も継続して関係機関との連携の充実を図る。【都道府県，31 病院】 

 今年度，AMR 対策を連絡会で取り上げる予定。【都道府県，48 病院】 

 今年度，地域での AMR 対策の一環として，加算を越えた医療機関間連携として研修会を開催予定。【都

道府県，8 病院】 

 今年度 AMR 対策が，「○○感染症制御ネットワーク会議」のテーマとして取り上げられるため，この会議に

参加し，保健所単位の「○○地域感染管理ネットワーク連絡会」でも情報提供する予定です。【都道府県，

17 病院】 

 人口 5 万強の島に位置する保健所であるが，近年は外国人観光客の急増に伴う課題が絶えない。今春

発生した○○県での麻しん流行も，発端は一人の外国人観光客であった。地域感染症対策＝輸入感染

症対策というのが○○の現状である。そのため，常日頃から感染症指定医療機関，救急告示病院，地区

医師会，市村，検疫所等とは密接なネットワーク（連携）をとっている。【都道府県，4 病院】 

 ○○地域（○○市を含む）の感染対策ネットワークを創設する事を県立中央病院と検討中。【中核市・保健

所政令市，20 病院】 

 地域感染症対策ネットワークへの参画（密接な関係づくり）。【都道府県，26 病院】 

 日頃からの研修会や会議など機会をとらえ関係病院の感染管理の担当者との連携が重要である。【都道

府県，34 病院】 

 標準予防策の実際として具体的な内容を幅広く医療に従事する方を対象にグループワークを主とした研

修会（講師は，○○大学医学部附属病院感染管理部に依頼）を年 1 回～2 回開催している。（日頃から相

談しやすい関係づくりのために，各医療機関の窓口（担当者）の情報を共有しようとしている段階である。

【都道府県，17 病院】 

 平成 30 年度管内院内感染ネットワーク研修会では，薬剤耐性対策をテーマに講義，講演，グループデス

カッションを実施した。【都道府県，19 病院】 

 保健所が主体となり，地域の主要な病院（地域連携加算病院）と保健所が参加する院内感染，AMR その

他感染症対策全般に関するネットワークを構築し，メール配信や，研修会，勉強会などを開催している。

【指定都市，56 病院】 

 保健所で開催している感染症ネットワーク会議（管内加算１病院，医師会，市町が参加）にて，昨年度は加

算１の専任看護師に出席していただき，院内 AMR 対策について紹介してもらった。【都道府県，9 病院】 

 保健所として，AMR 対策に，特に取り組んではないが，県内の感染症ネットワークと協力して，外来におけ

る抗菌剤の適正使用の広報に努めている。【都道府県，39 病院】 

 保健所を核とした地域感染症ネットワーク会議の運営。【都道府県，18 病院】 

 本年度中の地域感染症対策ネットワーク構築に向け作業中である。【中核市・保健所政令市，22 病院】 

 薬剤耐性についてはネットワーク事業として病院感染対策研修会の講演内容に盛り込んでいる。平成 28

年度は講演テーマ「多剤耐性菌について」，平成 30 年度は講演の中で抗菌薬適正使用支援加算にから

めて，耐性化の抑制等にむけての取り組みを紹介。【都道府県，19 病院】 

 医療機関間の連携について，ICN や臨床検査技師を中心に，連携・情報共有を実施している。社会福祉

施設との連携について，感染症発生時，保健所が連携している。今後の課題として，医療機関と社会福祉

施設をミックスした連携体制の構築が挙げられる。【都道府県，5 病院】 
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（４）地域感染症対策ネットワークの課題（21 件） 

 AMR 対策としては，地域ネットワークでは学校や幼稚園・保育園との連携も想定されているが，当所では

具体的な話は進んでいない。【都道府県，55 病院】 

 AMR 対策として院内サーベイランス・システムや抗菌薬の適正使用の状況についてのアンケートを医療機

関に今年度実施し，アンケート結果にもとづいて各医療機関における AMR 対策についての講義や意見

交換を院内感染対策ネットワーク会議で実施予定。「AMR アクションプラン」は法的拘束力がないため，医

療機関がリーダーシップをとって高齢者介護施設と連携することの理解を得にくい状況であるため，法整

備や感染防止対策加算要件の変更なども検討されることが望まれる。【都道府県，13 病院】 

 AMR 対策には病院同士のみでなく，地域の高齢者施設・保育所・学校などを含めた地域全体での対策が

必要であると考えます。現在当所管内には地域の施設を含めた地域感染対策ネットワークは確立されて

おらず，今後の課題と思われます。【都道府県，20 病院】 

 AMR 対策に取り組むため感染症対策ネットワークを保健所主催でたちあげたが，各病院にはそれぞれの

特性（急性期，療養型，障害福祉など）があるため実情を考慮しながら対策を検討していく必要があると考

えている。【都道府県，8 病院】 

 ネットワークに関しては管内ではまだ電子カルテを導入していない病院もあるので，ICT 化は難しい現状

であるが，現段階では研修会などを通して連携し，情報を共有できればいいと考えている。【都道府県，4

病院】 

 医療関係者や市民向けの知識普及や地域感染症対策ネットワークの構築に向けての取組については，

今後の課題である。【指定都市，37 病院】 

 各医療機関の院内感染対策にはばらつきがあり，多剤耐性菌の院内感染事例も H29 年度発生しており，

今後，加算をとっている医療機関と連携して，加算をとっていない医療機関や介護・福祉施設への院内・

施設内感染対策が必要と思われる。【中核市・保健所政令市，25 病院】 

 各種会議，研修会で AMR 対策について取り上げているが，保健所を中心とした感染症対策ネットワーク

会議の整備はまだ行えていない。【都道府県，17 病院】 

 各病院の感染制御チームは感染防止対策加算１-2 合同カンファレンスを年 4 回開催している他，各地域

の多数の感染症関連学会，研究会などに出席している。その合間を縫って，我々のネットワーク会議にも

出席してもらっているが，参加病院数が多く（49 病院）日程調整が難しいことが多い。時間外での自主的

な参加をお願いしている状態である。また，地域感染症対策ネットワーク参加については，保険点数加算

や法的根拠などがつけば，加算を算定していない病院にももっと参加を促せると思う。【中核市・保健所政

令市，24 病院】 

 感染症担当と医療法担当の共同した管内医療機関への地域感染症情報の共有ネットワークシステムを県

内で統一されたものがあるとよい。高齢者の AMR 対策として抗菌薬の使用歴等○○県で言えば○○○

○ネットなどを利用し，医療情報の共有をすることで，抗菌薬選択の参考となり AMR 対策につながると思

われる。基本的な予防策を学校保健，産業保健，地域保健すべてで連携し啓発していくことも重要と考え

る。【都道府県，20 病院】 

 感染防止対策加算を算定していない医療機関が多いことと，それらの医療機関が参加できる院内感染対

策に関するネットワークが構築できていないことが課題である。【都道府県，13 病院】 

 感染防止対策加算を算定していない医療機関の院内感染対策に関するネットワークの構築が課題であ

る。【中核市・保健所政令市，21 病院】 
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 管内では感染症を専門（精通している）とする医師がいないため，ネットワークの形成ができない。そのた

め，管内の中核病院は，他保健所管内の感染症指定医療機関のネットワーク会議にオブサーバーとして

参加している。【都道府県，5 病院】 

 市の規模が大きいこともあり，地域の医療機関全体の感染症対策ネットワークを構築することが困難であ

る。【指定都市，134 病院】 

 重要課題ととらえているが，啓発事業についてまったく未着手であり，ネットワークも全医療機関で構築さ

れている訳ではないことが課題と認識している。【都道府県，18 病院】 

 都市部の医療機関同士のネットワークは，区を越えた連携もあり，1 ヶ所の自治体だけでは解決しないこと

もある。【特別区，26 病院】 

 当保健所の役割として，医療機関同士で連携できる関係づくりの場の提供が必要であると認識している。

地域感染症対策ネットワークへの積極的な参加が課題である。【指定都市，17 病院】 

 病院によって認識や対応に差がある。感染防止加算１の病院とは連携できているが，その他の病院は相

談時の対応のみで，地域のネットワーク形成は不十分である。【都道府県，8 病院】 

 保健所を核とした地域感染症のネットワークの重要性を明確にするために，感染症対策として会議開催の

経費について国庫補助予算を創設し，地方衛生研究所の関与も明示すべきである。都道府県本庁にお

ける医療法所管部局と感染症所管部局の振り合いに終止符を打ち，地域ぐるみの感染症対策としての方

向性を明確にするために，金額的にはわずかな会議費であるが，国庫補助予算創設が必須だと感じま

す。【中核市・保健所政令市，12 病院】 

 薬剤耐性（AMR）対策においては，地域感染症対策ネットワークを構築することが必要であるが，現在は管

内医療機関からの報告時に対応している状況。関連施設への連携等も含めて今後取り組んでいく必要が

あると考えている。【都道府県，26 病院】 

 薬剤耐性対策については，昨年度国の通知を受け，医師会への情報提供や幼児健診受診者の保護者

に対し啓発を行いましたが，医療機関や社会福祉施設等とのネットワーク化への取り組みはできておりま

せん。【中核市・保健所政令市，53 病院】 

 

（５）薬物耐性（AMR）対策の国⺠啓発事業（12 件） 

 AMR（ガンダム）に関するポスター等の掲示や病院立入検査時に病院管理者等に説明。【都道府県，2 病

院】 

 感染症協議会等で，AMR 対策の必要性について医療従事者以外の方にも啓発・周知をしていきたいと

考えています。【特別区，13 病院】 

 感染防止対策加算のカンファレンスで抗菌薬（抗生物質）適正使用の広報チラシを作成しているので，意

見を述べている。【都道府県，17 病院】 

 厚生労働省からのポスター配布。【都道府県，14 病院】 

 厚生労働省の発行している「AMR のチラシ」及び「抗微生物薬適正使用の手引き」を医療機関に配付，保

健所にチラシを掲示。【都道府県，8 病院】 

 抗菌薬の作用や正しい使い方を理解している市民は少ないのではないか。広く啓発が必要と感じる。【中

核市・保健所政令市，26 病院】 
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 高齢者施設の代表者の集まりや福祉事務所職員等に対し，結核やインフルエンザ，ノロウイルス等感染症

に対する出張講座を実施している。【特別区，41 病院】 

 今年度は，子育てのママたちを対象に，○○○○先生に助言をいただきながら，講習会等を開催。また，

社会福祉施設等に従事している職員向けの講習会も開催予定。普及啓発として，ポスターを教育委員会

を通じて市内の小学校等に配布。【指定都市，41 病院】 

 市民向けの啓発チラシを作成し，イベント会場で配布している。【指定都市，57 病院】 

 市民向け講習会（出前講座等）における啓発（リーフレット配布，正しい服用方法等）。【中核市・保健所政

令市，21 病院】 

 ○○市医師会の事業として院内の感染症対策や講演会等を実施する感染対策支援を実施している。【中

核市・保健所政令市，21 病院】 

 薬剤耐性菌以外の感染症集団発生事例（小学校）においては教育委員会を通じて保健所による現地指

導を行った。【都道府県，55 病院】 

 

（６）その他（9 件） 

 ポスター（国作成）の掲示や，施設等からの問い合わせに回答している現状である。【都道府県，14 病院】 

 ポスターの掲示。【都道府県，10 病院】 

 薬剤耐性対策は特に実施していない。（庁舎内に啓発ポスター掲示）。関係する医療圏の大部分が中核

市管轄であり，感染症対策について中核市保健所と連絡を密にしている。【都道府県，4 病院】 

 管内に中核市（○○市）が含まれていますが，医療機関，福祉施設の感染対策は，中核市が担当してい

ますので，このアンケートでは中核市の部分は含めていません。【都道府県，9 病院】 

 保健所独自の取組は特段行っていない。加算１病院のカンファレンスへの参加を通じて，検討していく。

【都道府県，8 病院】 

 保健所内に，ポスターを貼る程度です。【都道府県，9 病院】 

 法的な届出の受付をする以外に，具体的な対策はない。要請があれば，感染制御の専門家チームとの橋

渡しを行う。【都道府県，10 病院】 

 法的な届出の受付をする以外に，具体的な対策はない。要請があれば，感染制御の専門家チームとの橋

渡しを行う。【都道府県，20 病院】 

 本年 4 月に中核市になり保健所を設置したばかりであり，取り組みはこれからである。その中で，院内感染

とは考え難い CRE の届け出が時々あり，市中ですでに蔓延している可能性があるのではと注視している。

【中核市・保健所政令市，20 病院】 
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第３章 考察                         

今回，当事業班による 4回目の院内感染対策の医療機関連携状況等に関する調査を行い，主な結果を

前回の平成 27 年調査と比較した。 

 

保健所による管内の医療機関の感染防止加算の算定状況の把握や，何らかの形で加算カンファランス

に参加している保健所の割合，加算外の院内感染対策のネットワークへの関与については，平成 27 年

の調査に比べ上昇傾向にあり，保健所の院内感染対策の医療機関ネットワークへの関与が徐々に進みつ

つあることが把握された。一方，感染防止加算の関与が低い保健所が未だ多いのも現状である。薬剤耐

性（AMR）対策アクションプラン，新たな感染防止対策加算の設定等，院内感染対策はますます高度化

している。その中で加算算定病院は連携によりレベルアップを図っていくが，加算算定外病院は対応で

きなくなる可能性がある。加算による連携と，それ以外の病院を繋ぐ役割を，保健所は求められている。

本事業班としても，院内感染対策の地域連携の重要性を更に周知していく必要がある。

今回の調査では，社会福祉施設等の施設内感染対応として，医療機関とのネットワーク等をあげる保

健所が増えており，保健所が医療機関ネットワークに積極的に関与することで，他の分野の感染対策に

も波及効果がみられる可能性も考えられた。 

医療法に基づく病院立入検査を担当していない保健所では，院内感染対策に入り込むことは難しいか

もしれない。今回の調査で，院内感染対策は感染症法担当が主であると答えた保健所が多いのは，感染

症の届出で日常的に医療機関と連絡を取り，関係性ができていることが背景にあると考えられる。しか

し，8割の保健所では感染症法担当と医療法担当が協力して，院内感染対策に対応していることが把握

された。保健所内の連携を保健所外にも広げていくことで，保健所の機能を高めていける可能性がある。 

 

今回はじめて調査した項目として，院内感染対策の対応で相談できる専門家の有無があるが，65.7％

の保健所は「いる」と回答していた。保健所が身近に院内感染対策の相談ができる専門家を確保するこ

とは望ましく，保健所が積極的に加算カンファランスに関与することや，加算外の院内感染対策ネット

ワークの情報を収集することで，専門家の確保が得られやすくなっていた。その点でも，保健所の院内

感染対策ネットワークへの積極的関与が望まれる。 

一方，「院内感染対策に関して地域に相談できる専門家がいない」と回答した保健所が 34.3％ありな

がら，本事業で実施している「院内感染対策の専門家紹介システムを知らない」と答えた保健所の率は

35.4％と，平成 27年の調査での 12.7％に比べ 3倍近くに増加していた。両質問のクロス集計結果から，

「相談できる専門家も居らず，紹介システムも知らない」という保健所が 36 施設（14.2％）あること

が把握された。今後も，当研究班の「感染管理（院内感染対策）の専門家を紹介するシステム」の周知，

活用を図る必要性が考えられた。 

 

また，今回の調査では，院内感染対策のネットワークへの関与や，薬剤耐性（AMR）対策における保

健所の取り組みや課題について，多くの貴重な自由記載をいただいた。保健所はそれぞれの地域の状況

にあわせて，その資源を医療機関，社会福祉施設を含めた地域全体の医療関連感染対策に活用していく

必要がある。その方策として，今回記入いただいた自由記載の内容は，他の地域の保健所にとっても，

有意義な示唆をあたえるものだと考える。  
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第４章 調査票                        
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薬剤耐性（AMR）対策における保健所の活動

保健所は地域における公衆衛生の専門機関として，感染症対
策、母子保健の向上、栄養改善、廃棄物や飲料水対策など、
地域の保健・医療・環境行政を担っています。

Ｑ保健所って
どんなところ

全国保健所長会は、保健所が相互連携することにより、わが国の公衆衛生の
向上に努め、国民の健康の保持・増進を図ることを目的として活動しています。

全国保健所長会長 山中朋子（青森県弘前保健所）
代理 中里栄介（佐賀県鳥栖保健所）

◎平時の感染症対策

• 国民へ
– 手洗い、咳エチケット

– 抗微生物剤適正使用

• 医療機関へ
– 院内感染対策の向上

◎耐性菌感染症発生時の対応

• 感染症法に基づく対応

• 医療法（院内感染対策通知）に基づ
くアウトブレイクの対応

地域保健総合推進事業 全国保健所長会協力事業

「薬剤耐性（AMR）対策等推進事業」
による保健所支援活動

（課題）特に医療機関等での耐性菌感染症の対応には、
専門的な知識や技術が必要で、地域感染症対策ネット
ワーク等の専門家の協力が必要

保健所のAMR対策と全国保健所長会による支援活動

・医療機関のICD，ICN ・国立感染症研究所
・AMR臨床リファレンスセンター ・地方衛生研究所等による支援

感染症法、医療法に基づく保健所の活動

地域感染症対策ネットワーク （仮称）

全国保健所長会の取り組み

資料⑨　薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議への提出資料
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AMR対策公衆衛生セミナー（H29年度1か所，H30年度5か所）

・AMR臨床リファレンスセンターとの共催

・保健所・地方衛生研究所等の行政職員を対象

ICN等医療機関スタッフと行政職員による合同グループワークも実施

医療機関

保健所・地衛研

実際のアウトブレイクを想定した
医療機関と保健所の合同グループワーク内容

・講義
AMR対策
行政対応

・合同グループ
ワーク

保健所・医療機関の資質向上のための支援

お互いの対応
を知る機会に

• アウトブレイク対応支援
事業

– アウトブレイク対応を行う
保健所を感染管理の専
門家が出向いて支援する
事業

– 全国33名の感染管理専
門家が協力

– 地域に相談する専門家
がいない場合の利用を想
定

• 相談受付事業

– AMR対策，院内感染対

策等への保健所からの
質問に，事業班でアドバ
イスを行う。

– 事業班は保健所メン
バー8名と専門家メン
バー9名の両者で構成

– 相談内容は，Question
＆ Advice として，事業

班報告書に掲載（相談
者が特定されない形で）

全国保健所長会HPにてPR

保健所の薬剤耐性菌感染症発生時の対応を支援
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• ネットワーク構築の手引き書を作成（平成29年度）

– 感染管理専門家33名へのアンケート（H29年実施）で，保健

所には中小病院支援とネットワーク支援を期待する意見が
出された。

– 保健所が主体となって中小病院の感染症対策に取り組む
ためのネットワーク構築の手引書

– 取り組みを5つのステップに分けて具体的な動きを示す。

• 保健所による地域感染症対策ネットワーク構築の推進

– 平成30年度 地域保健総合推進事業 「保健所連携
推進会議」 全国8ブロック中4ブロックで，薬剤耐性
（AMR)対策等推進事業班による講演を実施

保健所をハブとする地域感染症対策ネットワーク構築支援

【参考】全国保健所長会ホームページ http://www.phcd.jp/ 全国保健所長会検索
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